
京田辺市、株式会社日本旅行及び一般社団法人京田辺市観光協会との 

観光振興を通じた地方創生に関する包括連携協定書 

 

京田辺市（以下「甲」という。）、株式会社日本旅行（以下「乙」という。）及び一般社団

法人京田辺市観光協会（以下「丙」という。）は、観光振興及び地域活性化において相互に

連携・協力することに合意し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、甲、乙及び丙が相互に連携し、三者の資源を有効に活用した協働による

活動を推進することにより、観光振興を通じた地方創生に資することを目的とする。 

 

（協定事項） 

第２条 甲、乙及び丙は、前条に規定する目的を達成するため、次の各号に揚げる事項につ

いて連携して取り組むものとする。 

（１）新観光案内所を活用した観光推進に関すること。 

（２）市民まつり等大規模イベントを通じた交流人口の拡大に関すること。 

（３）観光による地域活性化及び観光誘客の促進に関すること。 

（４）京田辺市産品の認知度向上及び販売促進に関すること。 

（５）新たな観光資源、特産品の発掘・開発及びその支援に関すること。 

（６）観光関連産業の人材育成に関すること。 

（７）史跡・歴史遺産を活用した観光振興に関すること。 

（８）その他観光の振興及び地域の活性化に関すること。 

２ 甲、乙及び丙は、前項各号に揚げる事項を効果的に実施するため、甲、乙及び丙（乙及

び丙の指定する関係機関を含む。）は、必要に応じて協議を行うものとする。また、具体

的な実施事項については、甲乙丙合意の上、決定する。 

 

（守秘義務） 

第３条 甲、乙及び丙は、本協定に基づく事業を行う上で、お互いに知り得た情報は、本協

定に基づく事業を遂行するためにのみ使用するものとし、事前に相手方の承諾を得ずに

第三者に開示又は漏えいしてはならない。ただし、法令又は条例の規程により開示しなけ

ればならない場合、既に公知となっている情報の場合及び当該当事者の了解を得た場合

はこの限りではない。 

２ 前項の規定は、本協定の期間が満了した後においても効力を有するものとする。 

 

（協定の見直し） 

第４条 甲、乙又は丙のいずれかが、協定内容の変更を申出たときは、その都度協議の上、

必要な変更を行うものとする。 

 



 

（期間） 

第５条 本協定の有効期間は、協定締結の日から３年間とする。ただし、本協定の有効期間

が満了する１か月前までに、甲、乙又は丙が書面により特段の申出を行わないときは、有

効期間が満了する日から１年間この協定は更新され、その後も同様とする。 

 

（その他） 

第６条 本協定に定めのない事項又は本協定の各事項の解釈について疑義が生じたときは、

甲乙丙協議の上、これを定めるものとする。 

 

この協定を証するため、本書３通を作成し、甲乙丙それぞれ署名押印の上、各自その１通

を持する。 

 

 

 

 令和４年３月３０日 

 

甲 京都府京田辺市田辺８０番地 

 

  京田辺市 

 

  市長         （ 自 署 ） 

 

 

乙 東京都中央区日本橋１－１９－１ 日本橋ダイヤビルディング１２階 

 

  株式会社日本旅行 

 

  代表取締役社長    （ 自 署 ） 

 

 

丙 京都府京田辺市田辺中央四丁目３－３ 

 

  一般社団法人京田辺市観光協会 

 

  理事長        （ 自 署 ） 


